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令和８年度省エネ行動促進プログラム実施業務仕様書 

１ 事業目的 

  専門家による「家庭の省エネ診断」及び省エネ診断結果に基づく学習会等のアフターフ

ォローを実施するとともに、住宅の省エネ化のメリットや補助制度の情報提供や相談を

行うことで、学区等の地域コミュニティにおける脱炭素型ライフスタイルへの転換及び

家庭部門での二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス排出量削減を促進する。 

 

２ 委託内容 

⑴ 家庭の省エネ診断 

ア 家庭の省エネ診断に関する窓口業務 

家庭の省エネ診断の実施を希望した学区、家庭の省エネ診断に関心のある団体等

から、家庭の省エネ診断の実施に関する質問等に対応する窓口業務を行う。電話等

の窓口は、既存施設の利用を認める。 

    【「家庭の省エネ診断」の定義】 

     家庭において確実に温室効果ガス排出量の削減又は抑制につながる行動を実践

してもらうために、環境省が作成、保有しているＰＣ用のアプリケーションソフト

である「うちエコ診断ソフト」を用いて診断し、うちエコ診断士が各家庭の温室効

果ガス排出量やライフスタイルの状況、また、家庭の要望に応じてきめ細やかな働

き掛けや省エネ対策の提案を行うこと。 

 

イ 家庭の省エネ診断の実施 

団体等に対して、１団体当たり２０世帯から３０世帯程度の受診者を目安に、合

計３００世帯に対して家庭の省エネ診断を実施する。 

実施に当たっては、地域での主体的なエコ活動を支援する「エコ学区」ステップ

アップ事業において実施する学習会等と連携すること。 

(ア)  参加者の募集と受付 

家庭の省エネ診断の参加募集を行い、実施を希望する団体等（以下「団体等」

という。）の担当者との事前協議により、事前説明会の開催、事前アンケート

の配布・回収方法や受診家庭への連絡方法、受診時間及び受診会場等について

決定する。 

(イ)  広報チラシの作成 

団体等の意向を踏まえ、家庭の省エネ診断の日程・会場等を記載した広報チ

ラシを作成する。チラシは、１団体当たり５０部を目安に作成する。 

(ウ)  受診者との連絡調整 

 受診者に対して、事前アンケートの記入依頼、受診時間帯に関する連絡・調

整を実施する。 

(エ)  事前説明会の実施 
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 団体等に対して、必要に応じて、家庭の省エネ診断に関する説明会を実施す

る。なお、説明会の実施に当たっては、団体等と相談のうえ、会場の手配、会

場設営、説明資料の作成・配布、説明会の進行等を行う。 

(オ)  うちエコ診断士の派遣によるイベントブース等での実施 

   団体等が希望する場合、うちエコ診断士を派遣し、イベントにおけるブース

等での実施を認める。その際、ブース等の調整・運営を行うこと。 

   なお、実施に際しては、受診者の個人情報の保護を徹底すること。 

    【「うちエコ診断士」の定義】 

うちエコ診断資格試験に合格し、一般社団法人地球温暖化防止全国ネットによ

り認定された者。 

(カ)  その他 

学区において実施する場合は、本市が別途選定する「エコ学区」ステップア

ップ事業に係る学習会等支援業務の受託者及びエコまちステーション等との

調整を密にすること。 

 

ウ 診断士による各家庭に対する提案方法の管理・監督 

電気、ガス等のエネルギー消費量、家電製品や自動車等の省エネ性能、使用頻度

等の事前のアンケートに基づき、診断士が各家庭の省エネを個別診断し、各家庭の

現状に応じたより効果的な二酸化炭素の削減方法を提案する。その際、診断士は、

受診者の疑問や意見等を聴取し、受診者が取組を実践していくうえで必要な情報

提供、助言や指導を適宜行う。 

    受託事業者は、これら診断士による各家庭への提案方法について、個々の診断 

士により大きな違いが生じないよう、管理・監督する。 

 

エ 効果測定及びアフターフォローの実施 

(ア)  効果測定の実施 

受診者の総合的な診断結果を分析したうえで、受診者の省エネ取組の評価を

行い、図や表を用いて分かりやすく表記した診断書を作成する。 

(イ)  アフターフォローの実施 

省エネ診断後に診断結果に基づき、省エネの実現に向けた課題やノウハウの

情報共有を行う学習会を実施し、地域へのフィードバック及びアフターフォロ

ーを行う。 

ただし、団体等の診断結果の傾向を分析した省エネに役立つ情報をまとめた

冊子の配布等の手段により実施することも可能とする。また、提案を行った家

庭に対して事後アンケートを実施し、省エネ行動に結びついたか否かを集計す

ること。 
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⑵ 住まいの省エネ相談の実施 

 住宅の断熱化など省エネ住宅の促進に向け、住宅の改修を検討されている市民や省

エネ住宅に関心のある市民に対して、年間５０世帯を目安に、省エネ診断の実施に併

せ、省エネ住宅の多様なメリット（健康、快適、光熱費削減等）、補助制度の情報提供

及び相談を実施すること。 

実施に当たっては、都市計画局や京安心すまいセンター等が実施する住宅の改修や

購入を検討している市民向けのイベント等と連携すること。 

なお、省エネ診断の実施に当たっては、「２(1) 家庭の省エネ診断」の内容に準拠す

ること。 

 

⑶ 実施体制等 

ア 実施体制 

選任スタッフを配置するなど指揮系統を定め、円滑な業務運営ができる体制を

設けること。 

   イ 相談窓口への職員配置 

     ２（１）アの家庭の省エネ診断の窓口や２（２）の住まいの省エネ相談の相談窓

口が実施できるよう、相談窓口への職員常駐など、市民からの問合せに適切に対応

できる体制を設けること。 

ウ うちエコ診断士の登録 

   ２（１）イの家庭の省エネ診断が実施できるよう、一定数のうちエコ診断士を登

録すること。 

 

⑷ 運営等 

ア 診断方法の運用改善及び診断士の研修 

(ア)  診断方法の運用改善 

 家庭の省エネ診断を実施するに当たり、受診者からのフィードバックを受け、

診断方法の運用改善を行う。 

(イ)  診断士の研修 

うちエコ診断士に対し、受診者への提案に必要な最新情報の提供及び研修会

を実施する。 

 

イ 温室効果ガス削減効果の分析及び資料作成 

実施した家庭の省エネ診断について、それぞれの温室効果ガス削減効果を分析

し、温室効果ガス排出量のみなし削減量等の結果をまとめた資料を作成する。 

 

ウ 周知 

  本プログラムの実施中、又は実施後に団体等と調整のうえ、活動の様子を学区よ 
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り、ホームページ、ＳＮＳといった広報媒体への掲載等を通じて広く周知するよう 

誘導すること。 

また、省エネ診断を受診していない市民の実践につながるよう、省エネ診断の診 

断結果等を踏まえた家庭の省エネのポイント等を、京都市のホームページに掲載

するための材料を提供すること。 

 

エ 連絡・調整 

業務の実施に当たり、派遣する診断士及び家庭の省エネ診断を希望する団体等と 

の連絡・調整を行う。 

 

オ 報告 

本事業に関する実施結果を集計・分析のうえ、業務実施報告書としてまとめ、 

    業務完了後、速やかに提出すること。 

なお、本報告書には、業務全体の実施報告のほか、診断結果の検証等について詳

細に記載するものとする。 

また、令和９年度以降の本業務の具体的手法について、本市と協議のうえ、手法、

課題及び将来展望等について記載することとする。 

 

３ 履行期間 

  委託契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

  

４ 報告 

  本業務の終了後、次の成果品を提出するものとする。 

前記「２(4)オ 報告」で示す業務実施報告書を電子データで提出することとし、電子デ

ータは、Microsoft 社 Windows11 上で表示可能なものとすること。 

 なお、本業務で作成されたものは全て京都市に帰属するものとする。 

 

５ 個人情報の取扱い及び情報セキュリティ対策 

⑴ 基本事項 

受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び京都市個

人情報保護条例（平成５年４月１日京都市条例第１号）を遵守するとともに、本業務

の履行において知り得た個人情報については、業務期間中のみならず業務期間終了

後においても、業務の用に供する目的以外には利用しないこと。また、本業務の履行

において知り得た個人情報を第三者に漏えいしてはならない。 

⑵ 事故の発生 

受託者は、本業務遂行上の不適切な事務処理等により、個人情報保護ができていな

かった又は保護できていない可能性が生じた場合、ただちに本市に報告し、本市の指
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示に従うこと。なお、この場合に生じた費用及び損害については、全て受託者が負担

すること。 

 

６ 留意事項 

⑴  本業務の実施については、本市との連絡を密にして業務に当たること。 

⑵  本業務は、本仕様書によるほか、「電子計算機による事務処理等（システム開発・保

守）の委託契約に係る共通仕様書」及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕

様書」（以下「共通仕様書」という。）及び関係法令等に準拠して実施するものとする。 

なお、本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、

本仕様書に定める内容を優先するものとする。業務の振興については、随時、本市と

協議し、その指示に従うこと。 

⑶  再委託を行う場合は、再委託先及び再委託内容を事前に示すこと（内容によっては一

部再委託を承諾しないことがある。再委託先との連絡調整、統括は受託者が行う。） 

⑷  本仕様書の内容について疑義が生じた場合又は本業務の遂行上必要と認められるも

ので本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、その都度、本市と協議のうえ業務を

進めること。 

⑸  本業務の実施により得られた成果は、本市に帰属する。 

⑹  業務の成果について公表する場合は、事前に本市と協議すること。 

⑺  家庭の省エネ診断の実施数が、前記「2(1)イ 家庭の省エネ診断の実施」に示す診断

の実施予定（３００世帯）を下回った場合は、未実施数に応じて支払額を見直すもの

とする。 

⑻  前記「2(1)エ 効果測定及びアフターフォローの実施」において実施した学習会が「エ

コ学区」ステップアップ事業に係る学習会等支援業務において実施する環境学習等と

同一会場において実施した場合など、会場費の支出が不要となった場合は、委託料に

おける会場費を減額することがある。 



令和５年４月１日改正 

 

電子計算機による事務処理等（システム開

発・保守）の委託契約に係る共通仕様書 

 

（総則） 

第１条 この電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）の委託契約に係る共通仕様

書（以下「共通仕様書」という。）は、電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）

の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために

共通して必要となる事項を定めるものである。 

２ 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様

書に定める内容が優先する。 

 

（履行計画） 

第２条 受注者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該

連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。）は、委託業務の履行に着手する前に、履

行日程及び履行方法について京都市（以下「甲」という。）に届け出て、その承諾を得なけれ

ばならない。 

２ 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、

あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更

するときも、同様とする。 

 

（秘密の保持） 

第３条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏

らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

 

（目的外使用の禁止） 

第４条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 

⑴ 契約目的物 

⑵ 甲が乙に支給する物品（以下「支給品」という。）及び貸与する物品（以下「貸与品」と

いう。） 

⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気

ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情

報（甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。） 

 

（複写、複製及び第三者提供の禁止） 

第５条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三



者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（作業責任者等の届出） 

第６条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に

報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 

２ 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなけれ

ばならない。 

３ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければなら

ない。 

４ 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨

の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 

 

（教育の実施） 

第７条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する

意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項

について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全て

の作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定

を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 

３ 乙は、前２項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整

備しなければならない。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはなら

ない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面

によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させると

ともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものと

する。 

４ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督する



ための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応

じて、その状況を甲に報告しなければならない。 

 

（データ等の適正な管理） 

第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム

説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の

履行に必要な書類（以下「ドキュメント」という。）、プログラム及びデータの授受、処理、

保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛

失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 

２ 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所

（以下「電子計算機室等」という。）を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければなら

ない。これを変更するときも、同様とする。 

３ 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、

甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け

出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者

の氏名、理由を届け出なければならない。 

４ 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の

許可を受けなければならない。 

５ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に

配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、

必要な保安措置を講じなければならない。 

６ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなけれ

ばならない。 

⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 

⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な

措置を講じること。 

⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を

入退室管理簿に記録すること。 

７ 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を

提出しなければならない。 

８ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報

管理責任者を置かなければならない。 

９ 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たって

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれ

に記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 



⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係

のないアプリケーションをインストールしないこと。 

⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 

10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出して

はならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合

は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 

12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。

ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第８条第１項第１号に該当するとして契

約を解除することができる。 

14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損

害（第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。）を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に

復するとともに損害を賠償しなければならない。 

 

（データ等の廃棄） 

第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除

されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、

又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに

当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 

⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 

⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容

を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指

定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 

 

（監督） 

第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況

について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、

いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示

等を行うことができるものとする。 

 

（事故の発生の通知） 



第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き

損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅

滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

２ 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡

大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定

めなければならない。 

３ 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表するこ

とができる。 

 

（支給品及び貸与品） 

第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めると

ころによる。 

２ 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく

甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

４ 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除された

ときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書

を添えて甲に返還しなければならない。 

５ 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したと

きは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納

め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 

 

（検査の立会い及び引渡し） 

第 15 条 甲は、契約書第４条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査

に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙

は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

２ 甲は、契約書第４条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電

子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に

直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 乙は、契約書第４条第１項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、

契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的

物の引渡しが完了したものとする。 

 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約



書第８条第１項第１号に該当するとして契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 

３ 乙は、第１項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めること

はできない。 

 

（損害賠償） 

第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は

怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならな

い。 

 

（契約不適合責任） 

第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合

しないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当

該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は、乙に対してその

不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の修正等の履行の追完（以下本条におい

て「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲

に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追

完を行うことができる。 

２ 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 

３ 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場

合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないと

きは、契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約の全部又は一部を解除す

ることができる。 

４ 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第１５条第３項の規定による

引渡しを受けた日から２年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。た

だし、第１５条第３項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若し

くは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する

場合にはこの限りでない。 

５ 第１項から第３項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示に

よって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知

りながら告げなかったときは、この限りでない。 

 

（作業実施場所における機器） 

第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙

が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。 



個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書 
 

（個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出） 

第１条 受注者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連

合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。）は、委託業務を開始する前に、京都市（以

下「発注者」という。）が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、

発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解

除された後においても、同様とする。 

 

（個人情報総括管理者） 

第３条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」という。）の防止その他

の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させる

ために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 

 

（従業者の監督） 

第４条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の

処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよ

う必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後におい

ても同様とする。 

 

（個人情報の適正な管理） 

第５条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のた

め、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 

⑴  個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り

扱うこと。 

⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等

に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可

能な保管室等による保管すること。 

⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電

子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 

⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適

切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 

⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、

そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 

 

（再委託の制限） 

第６条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 



２ 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商

号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 

３ 第１項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方に

よる個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

 

（個人情報の目的外利用の禁止） 

第７条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を

超えて利用してはならない。 

 

（個人情報の第三者提供の禁止） 

第８条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

ただし、第６条第１項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負

わせるときは、この限りでない。 

 

（個人情報の不正な複製等の禁止） 

第９条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する

目的で複写又は複製をしてはならない。 

 

（遵守状況の報告） 

第１０条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵

守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指

示することができる。 

２ 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。 

 

（立入調査等） 

第１１条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の

状況について、随時、受注者（委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。

以下この条において同じ。）の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明

若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要

な指示を行うものとする。 

３ 受注者は、前２項の検査等を拒むことができないものとする。 

 

（提供した資料の返還） 

第１２条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複

製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないことと

なったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直

ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理する

ものとする。 

 

 



（事故の発生の報告義務） 

第１３条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したと

きは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又

は解除された後においても同様とする。 

 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第１４条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して

損害賠償の請求をすることができる。 

⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事

由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することがで

きないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい

等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負

うものとする。 


